
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  会社規模の判定基準                    

Ｑ：非上場会社を評価するときの会社規模

の判定基準が変更になったとか。どのように

なったのですか？                                     

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】  

 平成29年１月１日以後に会社の株価を評価

する場合は、次の判定基準によることとなり

ました。  
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〇卸売業
取引金額 2億円未満 2億円以上 3.5億円以上 7億円以上 30億円以上

総資産価額

及び従業員数 3.5億円未満 7億円未満 30億円未満

〇小売・サービス業
取引金額 6千円未満 6千万円以上 2.5億円以上 5億円以上 20億円以上

総資産価額

及び従業員数 2.5億円未満 5億円未満 20億円未満

〇卸売業・小売・サービス業以外の業種
取引金額 8千円未満 8千万円以上 2億円以上 4億円以上 15億円以上

総資産価額

及び従業員数 2億円未満 4億円未満 15億円未満

7千万円未満

又は5人以下

7千万円以上

5人以下を除く

2億円以上

20人以下を除く

4億円以上

35人以下を除く

20億円以上

35人以下を除く

小会社

中会社

中会社
(L=0.60)

(L=0.75)
中会社
(L=0.90)

大会社

4千万円未満
小会社

又は5人以下

4千万円以上 中会社
5人以下を除く (L=0.60)
2.5億円以上 中会社

20人以下を除く (L=0.75)
5億円以上 中会社

35人以下を除く (L=0.90)
15億円以上 大会社

35人以下を除く

5千万円未満
小会社

又は5人以下

5千万円以上 中会社
5人以下を除く (L=0.60)
2.5億円以上 中会社

20人以下を除く (L=0.75)

15億円以上 大会社
35人以下を除く

5億円以上 中会社
35人以下を除く (L=0.90)
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